
青森県立八戸北高等学校いじめ防止基本方針 

 

Ⅰ いじめ防止に関する本校の考え方 

  いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす、絶対に許されない行為で

ある。また、どの子どもでも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は

日頃からささいな兆候を見逃さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、

学校全体で組織的な対応を図っていきたい。何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人と信

頼できる関係の中で、安心・安全に生活できる場であることが大切である。生徒一人ひとり

が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団

の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりを推進していきたい。そう

した中で、生徒が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間とともに人間的に成長できる魅力あ

る学校づくりを目指したい。 

 

Ⅱ いじめとは 
（1） いじめの定義 

    「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒

と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒等

が心身の苦痛を感じているものをいう。 

    ※けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害

性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。 

（2） いじめに対する基本的な考え方 

    ・「いじめは絶対に許されない」、「いじめはいじめる側が悪い」との認識 

・「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こり得る」との認識 

・「いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題」との認識 

（3） いじめの構造やその背景（動機） 

 ア いじめの構造 

     いじめは「いじめられる生徒」、「いじめる生徒」だけでなく、「観衆」（はやしたて

たり、おもしろがったりして見ている）・「傍観者」（見て見ないふりをする）などの

周囲の生徒がいる場合が多い。周囲の生徒の捉え方により、抑止作用になったり促進

作用になったりする 

  イ いじめの背景（動機） 

・嫉妬心（相手をねたみ、引きずり下ろそうとする） 

・支配欲（相手を思いどおりに支配しようとする） 

・愉快犯（遊び感覚で愉快な気持ちを味わおうとする） 

・同調性（強いものに追従する、数の多い側に入っていたい） 

・嫌悪感（感覚的に相手を遠ざけたい） 

・反発・報復（相手の言動に対して反発・報復したい） 

・欲求不満（いらいらを晴らしたい） 

（4） 具体的ないじめの態様 

  ア 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

  イ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

ウ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

エ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

オ 金品をたかられる 



カ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

キ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

ク パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる  等 

 

Ⅲ いじめ防止のための組織 
  いじめを未然防止し、早期発見に努め、いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、

特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応するために、「いじめ防止・教育相

談委員会」を設置する。 

「いじめ防止・教育相談委員会」について 

 ア 委員会のメンバー 

    教頭、生徒指導主事、保健主事、教務主任、養護教諭、臨時養護助教諭、学年主任、

ハートフルリーダー、特別支援コーディネーター、関係ＨＲ担任、いじめ防止専門員 

（必要に応じて、スクールカウンセラー等外部の専門家を加える） 

  イ 指導・支援チーム 

    委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、

適切なメンバーで対応できるよう柔軟にチームを組んで対応する 
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※   、  、   は各部署の指導支援の関係性の例。必要に応じて外部の専門家と連携を
図る。 

  


